
（平成２１年１１月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認山口地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

山口厚生年金 事案 505 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会社

Ｂ）における資格取得日に係る記録を平成３年８月１日、資格喪失日に係る

記録を同年 10 月１日とし、当該期間の標準報酬月額を 30 万円とすることが

必要である。 

 なお、事業主は申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から同年 10月１日まで 

Ｃ事業所の社長からの誘いで同事業所に平成３年７月から勤務した。７

月の給与明細書を見ると健康保険料等が控除されていなかったため、８月

分から社会保険に加入するよう依頼したところ、承諾の返事をもらったの

で、厚生年金保険に加入していると思った。同事業所には 10 月に退社願い

を提出し退社したので申立期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所の同僚の供述により、申立人は、申立期間においてＣ

事業所に勤務していたことが認められる。 

また、Ｃ事業所は、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所ではないも

のの、当時の同僚は関連会社であるＡ株式会社で厚生年金保険の加入記録が

あり、申立人から提出のあった給与明細書からも事業主により厚生年金保険

料が控除されていることが確認できる。 

さらに、現在の株式会社Ｂの親会社であるＤ株式会社から「当時、Ｃ事業

所の従業員の適用を行っていた株式会社Ｂを含めグループの社会保険適用事

務は当社で一括して行っていた。」との証言を得た。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料



                      

  

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、平成３年８月及び同年９月の標準報酬月額については、申立人が提

出した給与明細書から、30万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行した否かについ

ては、Ｄ株式会社が当時の資料等が無く不明としているが、仮に、申立人に

係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪

失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保

険事務所が当該届出を記録していない。これらは通常の事務処理では考え難

いことから、当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る平成３年８月及び同年９月の保

険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 506 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間においてＡ事業所に勤務し、厚生年金保険被保険者で

あったと認められることから、同事業所おける資格取得日に係る記録を昭和

37年８月 12日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については 7,000 円とすることが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：  昭和 37年８月 12日からから同年９月１日まで 

    Ａ事業所勤務時の厚生年金保険被保険者の資格取得日が、昭和 37 年９月

１日となっているが、厚生年金保険被保険者証では同年８月 12 日が資格取

得日となっているので、同事業所における厚生年金保険被保険者の資格取

得日を厚生年金保険被保険者証のとおりに訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 37 年８月 12 日を資格取得日とする厚生年金保険被保険者

証を所持している。 

また、社会保険事務所の記録では、Ａ事業所に係る新規適用年月日及び申

立人の資格取得年月日が昭和 37 年９月１日となっているが、申立人の厚生年

金保険被保険者証に記載されている資格取得日、申立人の供述、同事業所の

新規適用時の従業員数及び当該被保険者の加入記録から判断すると、新規適

用年月日及び申立人の資格取得年月日は同年８月 12日であると認められる。 

さらに、社会保険事務所は、Ａ事業所の新規適用年月日及び申立人の資格

取得年月日が厚生年金保険被保険者証の日付と相違している理由について、

「関連資料がほかに見当たらず、明確とはならない。」としている。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ事業所における厚生年金保険被

保険者資格取得日は、昭和 37年８月 12日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 37 年９月の社会保険事務

所の記録により、7,000円とすることが妥当である。 



                      

  

山口厚生年金 事案 507 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ支店における資格取

得日に係る記録を平成９年６月 15 日に訂正し、申立期間に係る標準報酬月額

を 59万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：  平成９年６月 15日から同年７月１日まで 

    昭和 35 年にＡ株式会社に入社し、平成 13 年７月末に同社を退職するま

で、途中、転勤はあったが、継続して勤務したにもかかわらず、ねんきん

特別便で厚生年金保険の加入期間を確認したところ、９年６月 15 日から同

年７月１日までＡ株式会社Ｂ支店の厚生年金保険の記録が未加入となって

いた。 

添付した社員カードのとおり、申立期間はＡ株式会社Ｂ支店長として勤

務していたことに間違いないので、この期間を厚生年金保険の加入期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び申立人が所持する社員カードにより、申立人がＡ株式

会社に継続して勤務し（平成９年６月 15 日にＡ株式会社Ｃ支店から同社Ｂ支

店に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成９年７月の申立人の被保

険者資格取得日に係るオンライン記録から、59 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

  

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 508 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主は、申立人が昭和 24 年６月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取

得し、25 年６月１日に喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認

められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 24年６月１日から 25年６月１日まで 

夫は、昭和 19 年 10 月 1 日から 53 年２月 28 日まで引き続いて株式会社

Ａに勤務していた。24 年６月１日付けで同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に転勤

した際、厚生年金保険資格記録上同社Ｂ支店の資格喪失日は 24 年６月１

日であるが、同社Ｃ支店の資格取得日は 25 年６月１日になっており、同

社Ｃ支店に勤務していた期間の厚生年金保険の記録が無くなっているので

訂正してもらいたい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａから提出された申立人に係る人事記録により、申立人が申立期

間において同社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、社会保険事務所が保管する株式会社ＡのＣ支店に係る厚生年金保険

被保険者名簿によると、申立人と同姓同名であるが、生年月日の元号のみが

異なっている厚生年金保険に未統合の記録が確認でき、当該記録は、申立人

の株式会社Ａにおける厚生年金保険の記号番号と一致することから、事業主

は、申立人が昭和 24 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、25

年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所に対して行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、未統合の厚生年金保険被保険

者記録から、8,000円とすることが妥当である。 



                      

  

山口厚生年金 事案 511 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主は、申立人が昭和 40 年４月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取

得し、41 年１月 16 日に喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったこ

とが認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日

及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については１万 6,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月１日から 41年１月 16日まで 

 私は、有限会社Ａ（現在は、Ｂ株式会社）設立当初から正社員として勤

務しているが、社会保険庁の記録によると、厚生年金保険の被保険者資格

取得日が昭和 41 年４月１日となっている。失業保険の被保険者期間は、

40 年３月 17 日から 41 年１月 15 日までとなっている上、資格取得日が 40

年６月１日と記入されている厚生年金保険被保険者証を所持しているにも

かかわらず、厚生年金保険の被保険者記録が無いのは納得いかない。 

また、同僚は私と同様に資格取得日が昭和 40 年６月１日と記入されて

いる厚生年金保険被保険者証を所持しているが、有限会社Ａにおける厚生

年金保険被保険者資格取得日は、同年４月１日となっている。 

昭和 41 年１月 15 日に一度離職して失業手当を受給した記憶があるので、

40 年４月１日から 41 年１月 16 日までの期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び複数の同僚の証言から、申立人が申立期間におい

て有限会社Ａに勤務していたことが推認できる。 

   また、社会保険事務所が保管する有限会社Ａに係る厚生年金保険被保険者

原票によると、申立人が昭和 41 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取

得する以前において健康保険の記号番号（以下「番号」という。）の＊番及



                      

  

び＊番が欠番となっている上、社会保険事務所が保管する厚生年金保険被保

険者台帳記号番号払出簿（以下「払出簿」という。）によると、申立人の厚

生年金保険被保険者台帳記号番号は、番号が＊番の同僚より前に当該同僚と

連番で払い出されていることが確認できることから、欠番となっている＊番

の記録は申立人の記録であると推認できる。 

   さらに、申立人が所持する厚生年金保険被保険者証の「初めて資格を取得

した年月日」欄及び払出簿における申立人に係る資格取得日は共に昭和 40 年

６月１日とされていることが確認できる一方、上記原票によると、上記欠番

を除く番号が＊番から＊番までの同僚の厚生年金保険被保険者資格取得日は

同年４月１日であることが確認できることから、当該欠番に係る被保険者の

資格取得日も同日であると推測される上、番号が＊番及び＊番の同僚の資格

取得日が同年６月１日から同年４月１日へ訂正されており、番号が＊番の同

僚について、当該同僚が所持する厚生年金保険被保険者証の「初めて資格を

取得した年月日」欄及び当該同僚に係る払出簿の資格取得日が申立人と同様

に同年６月１日とされていることが確認でき、行政側の記録管理に誤りがあ

ったことがうかがえることを踏まえると、申立人は同年４月１日に有限会社

Ａにおいて厚生年金保険の被保険者資格を取得していたと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が主張する昭和 40 年４月

１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、41 年１月 16 日に喪失した旨

の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同様の業務に従事し

ていたと推測される同僚の申立期間の標準報酬月額が１万 6,000 円であるこ

と及び申立人の昭和 41 年４月の標準報酬月額が１万 6,000 円であることから、

１万 6,000円とすることが妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 512 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、事後訂正の結果、申立期

間①は 57 万円、申立期間②は 87 万円、申立期間③は 52 万円とされていると

ころ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金

額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の記録から、申立期間①は 52 万

5,000円、申立期間②は 62万円、申立期間③は 25万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額

（申立期間①は 57 万円、申立期間②は 87 万円、申立期間③は 52 万円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬賞与額に係

る記録を訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 平成 17年 12月５日 

②  平成 18年７月５日 

③ 平成 18年 12月５日 

標準賞与額が実際の賞与より低い金額で届出されていたので、正しい金

額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  給与支払明細書から、申立人は、申立期間において、その主張する標準賞

与額（申立期間①については 57 万円、申立期間②については 87 万円、申立

期間③については 52 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事



                      

  

業主は実際の賞与より低い標準賞与額を届け出たことを認めていることから

（平成 21 年７月７日付けで健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届の訂正

届を提出済み。）、その結果、社会保険事務所は、申立人が主張する標準賞

与額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

山口国民年金 事案 511 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年７月から 11 年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年７月から 11年７月まで 

私は、平成８年に土木業を開始したが、11 年ごろにＡ社会保険事務所か

ら申立期間の国民年金保険料を納付するよう連絡があった。 

過去にも同じようにして納付したことがあり、不自然とは思わず社会保

険事務所に国民年金保険料を持参し納付した。 

その時、年金手帳を探して持って来るよう言われたことや当時は経済的

に楽でなかったため、国民年金保険料を工面して納付したことを覚えてい

るので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳には、昭和 54 年 11 月 14 日の国民年金の資格取

得、平成２年３月５日の資格喪失との記載があり、社会保険庁のオンライン

記録とも一致し、申立期間は未加入期間であるとともに、別に国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことか

ら、国民年金保険料の納付勧奨があったとは考え難い。 

また、申立人は申立期間に係る国民年金の資格取得についての記憶が曖昧
あいまい

である上、納付したとする国民年金保険料額も約 24 万円から 25 万円と述べ

ているが、申立期間の国民年金保険料額と大きく相違する。 

さらに、申立人はＡ社会保険事務所の１階において国民年金保険料を納付

したとしているが、当該社会保険事務所から「当時、事務所の１階では国民

年金保険料の収納業務は行っていなかった。」との回答を得た。 

   加えて、申立人が、申立期間について、国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

山口厚生年金 事案 509 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月１日から 47年４月１日まで 

昭和 38 年６月 1 日から 56 年３月３日まで、一貫してＡ病院（現在は、

医療法人Ｂ）に勤務しており、途中離職したことはない。申立期間当時の

勤務内容は、病院長としての業務と診療業務を１か月 26 日間、一日８時間

行うものであった。  

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間について、Ａ病院に勤務していたことは、同僚の供述に

より推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、申立人は、Ａ病院に係る厚生年

金保険の被保険者資格を昭和 43 年１月１日に喪失している上、Ｃ県Ｄ組合に

照会した結果、同病院に係る厚生年金保険の被保険者資格喪失と同日に同組

合に加入していることが確認できる。 

また、社会保険事務所の記録では、Ａ病院は昭和 46 年７月 31 日に適用事

業所ではなくなっており、同病院で厚生年金保険に加入していた者は同日付

けで医療法人Ｂにおいて資格を取得していることが確認できるが、申立人は、

Ｄ組合の脱退日である 47 年４月１日に、医療法人Ｂにおける厚生年金保険被

保険者資格を再取得していることが確認できることから、申立人の当該厚生

年金保険の被保険者資格の喪失は、Ｄ組合への加入によるものと考えられる。 

さらに、事業主である医療法人Ｂでは、申立期間に係る人事記録等の資料

は不明としており、申立人の当時の厚生年金保険料の控除について確認でき

ない上、元事業主の妻等からは、「申立期間当時は、Ｄ組合に加入している

間は、厚生年金保険に加入しない者もいた。」との証言が得られた。 



                      

  

加えて、社会保険事務所が保管するＡ病院及び医療法人Ｂに係る厚生年金

保険被保険者原票を確認したところ、申立人の氏名は無く、健康保険証の記

号番号は連番で欠番は無いものとなっており、申立期間中について、Ｄ組合

への加入に合わせて厚生年金保険被保険者の資格を取得した形跡がうかがわ

れない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 510 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年６月 29日から 33 年８月１日まで 

    昭和 32 年５月１日から 34 年２月４日まで、Ａ株式会社に勤務していた

が、32 年６月 29 日から 33 年８月１日までの期間の被保険者記録が無い。

当時働き始めたばかりで、厚生年金保険料が控除されていたのを覚えてい

る。 

    申立期間を被保険者期間として認めて欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間においてＡ株式会社に勤務していたことは、同僚の供述

から推認できる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ株式会社は、昭

和 32 年６月 29 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなり、33 年８月１日に

再度、厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所

ではないことが確認できる。 

また、申立期間を含めて継続して勤務している同僚も、申立人と同様、Ａ

株式会社が、適用事業所でなくなった申立期間において、同社の厚生年金保

険被保険者の資格は無い。 

さらに、同僚は、「事業主は、昭和 34 年に廃業するまで、給料の遅配など

社員に迷惑をかけることもなく、厚生年金保険の適用事業所でなかった期間

について、社会保険事務所に納付していない厚生年金保険料を給与から控除

することはないと思う。」と供述している。 

加えて、Ａ株式会社は既に廃業しており、事業主は死亡していることから、

申立人の勤務状況及び厚生年金保険料控除について事業主から確認すること

はできない上、厚生年金保険料を事業主より給与から控除されていた事実を



                      

  

確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 513 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 25年 10月１日から 27年７月１日まで 

② 昭和 27年７月１日から同年８月１日まで 

③ 昭和 27年９月１日から 28年５月１日まで 

④ 昭和 28年５月１日から同年６月 10日まで 

    申立期間①について、昭和 25 年９月にＡ養成所を卒業後、Ｂ株式会社に

入社し、鉄工部で勤務していた。 

申立期間②について、昭和 27 年７月に株式会社ＣのＤ工場に１か月の契

約で臨時員として雇用され、車両部品の加工に従事した。 

申立期間③及び④について、昭和 27 年９月に再度Ｂ株式会社に入社し、

以前と同様の仕事をしていたところ、株式会社ＣのＤ工場から２回目の呼

出しがあり、28 年５月から１か月と 10 日間機関車の動輪を削る仕事に従

事した。 

私は、申立期間当時に健康保険被保険者証を使用しており、株式会社Ｃ

のＤ工場を退職後５か月ぐらい失業保険を受給した。 

厚生年金保険料の控除等を確認できる資料は無いが、調査して厚生年金

保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言から、申立人がＢ株式会社及び株式会社Ｃにおいて勤務してい

たことはうかがわれるが、同僚はいずれも申立人の勤務期間についての記憶

は曖昧
あいまい

であり、申立人の勤務期間を特定できない一方、株式会社Ｃが保管す

る申立人に係る労働者名簿によると、同名簿の履歴欄に「昭 25.10～昭 27.10

Ｂ、昭 27.10～昭 27.11Ｄ工場（臨時員）、昭 27.11～昭 28.４Ｂ、昭 28.４

～昭 28.５Ｄ工場（臨時員）」との記録が確認できるものの、申立内容と一



                      

  

致しておらず、申立期間④についての勤務履歴も確認できない。 

また、申立人が株式会社ＣのＤ工場において勤務していたと申し立ててい

る申立期間②及び④については、上記労働者名簿の記録から同工場の臨時員

として勤務したとの記録がある期間であると推測され、株式会社Ｃは、「当

時の厚生年金保険被保険者資格の得喪届の控えを保存しているが、申立人に

係る控えは無い。当時、臨時員は期間を決めて雇用していた現場作業員であ

り、１、２か月の期間を定めて雇用していた人は厚生年金保険には加入させ

ていなかったと思われる。」と証言している上、「当時の健康保険組合の記

録は残っていないが、健康保険と厚生年金保険に別々に加入させていた工場

があり、健康保険のみ加入していた可能性はある。」とも証言していること

から、申立人が健康保険のみ加入していた可能性を否定できず、給与から厚

生年金保険料を控除されていた事実を確認できない。 

さらに、申立期間①及び③について、Ｂ株式会社において勤務していた複

数の同僚の証言から、事業主が従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入さ

せていなかったこと及びすべての従業員を厚生年金保険に加入させていたわ

けではないことがうかがえる。 

加えて、社会保険事務所が保管する厚生年金保険被保険者台帳記号番号払

出票及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人が昭和 28 年 12 月

６日に株式会社Ｃにおいて新規に厚生年金保険の被保険者資格を取得してい

ることが確認でき、それ以前に申立人が厚生年金保険の被保険者資格を取得

した事情は見当たらない上、社会保険事務所が保管するＢ株式会社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の名前は無く、健康保険

の整理番号に欠番が無いことから、同社における申立人の記録が欠落したと

は考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 514 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年６月から同年９月まで 

私は、昭和 57 年５月６日ごろ、入社後すぐに厚生年金保険に加入する

という条件で、株式会社Ａに正社員として入社した。 

厚生年金保険料は給与から控除されていたが、昭和 57 年 10 月、事務担

当職員が厚生年金保険料を着服していた事実が発覚したことを記憶してい

る。 

着服した厚生年金保険料は弁済するとのことであったが、株式会社Ａに

係る昭和 57 年６月から同年９月までの期間の厚生年金保険の記録が未加

入となっているので事実を明らかにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａにおける同僚の一人は、申立人と同じ昭和 57 年 10 月１日に厚

生年金保険被保険者資格を取得しているところ、当該同僚は、「自分は被保

険者記録のある１年ほど前から同社で勤務している。申立人は自分より後に

入社したと記憶しているが、申立人がいつから勤務していたかは覚えていな

い。」と述べている上、そのほかの複数の同僚も、申立人の勤務期間を明確

に記憶していないことから、申立期間について、申立人が同社に勤務し、事

業主により給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる証

言は得られない。 

また、株式会社Ａは平成元年 12 月３日に解散しており、申立期間当時の事

情を知る事業主及び取締役は既に亡くなっていることから、申立てに係る事

実を確認することができない。 

さらに、申立人は株式会社Ａにおいて給与から控除されていた厚生年金保

険料について横領があったと申し立てているが、当該申立てに係る関係資料



                      

  

は無く、同僚の記憶も曖昧
あいまい

であることから、横領の時期、横領の内容等の申

立てに係る事実を確認することができない。 

加えて、申立人の株式会社Ａにおける雇用保険被保険者期間は厚生年金保

険被保険者期間と一致している上、社会保険事務所が保管する同社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間に厚生年金保険の被保

険者資格を取得した者の中に申立人の氏名は確認できず、健康保険の整理番

号に欠番が見られないことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 515 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年８月１日から 38年 10月 31日まで 

私は、昭和 37 年８月１日から 38 年 10 月 31 日まで、Ａ市Ｂ事務所に正

職員として１日８時間勤務し、１か月の給与額は１万 2,700 円であったと

記憶している。 

給与明細書等の厚生年金保険料の控除の事実が分かる資料は無いが、当

時の同僚としてＣ氏を記憶している。 

Ａ市Ｂ事務所に勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年

金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市が保管する昭和 39 年退職者名簿から、申立人が申立期間において同市

Ｂ事務所に正職員として勤務していたことが認められる。 

しかし、Ａ市から、「申立人は正職員として勤務していたことから、厚生

年金保険被保険者に該当せず共済組合員である。」との証言が得られた上、

Ｄ共済組合の記録によると、申立人は昭和 37 年７月１日から 39 年６月 30 日

までの期間、同共済組合員であったことが確認できることから、申立期間に

ついて厚生年金保険に加入していたとの申立ては不合理である。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 516 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 12月１日から 58 年３月 26日まで 

私は、厚生年金保険の加入記録を確認したところ、昭和 56 年 12 月から

58 年３月まで勤務した株式会社Ａの標準報酬月額に相違があることに気

が付いた。 

当時の基本給は 20 万円であり、社会保険庁の記録の 13 万 4,000 円とは

大幅に違っているので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａから提出があった、申立人に係る資格取得時の標準報酬決定通

知書及び報酬月額算定基礎届（昭和 57 年８月１日現在）によると、申立人の

申立期間における標準報酬月額は 13 万 4,000 円とされており、社会保険庁の

オンライン記録と一致している。 

また、株式会社Ａから提出があった、申立期間のうち昭和 57 年３月、同

年 11 月及び 58 年３月を除く給与支給表により、申立人の申立期間における

標準報酬月額である 13 万 4,000 円に基づく厚生年金保険料が、申立人の給

与から控除されていることが確認できる。 

さらに、申立人は申立期間当時の基本給は 20 万円であった旨、申し立て

ているが、上記給与支給表及び同僚等の証言から、その事実を確認すること

ができない上、事業主は「申立期間当時は、店長のみ 20 万円で、店員が 20

万円ということはあり得ない。」と証言している。 

加えて、株式会社Ａが社会保険事務所に届け出た標準報酬月額と異なる厚

生年金保険料が申立人の給与から控除されていたことをうかがわせる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

 


